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明大アジア史論集第 18号

《論説》

北周武帝親政期・宣帝期における側近官の人的構成

会田大輔

はじめに

西魏・北周は、隋唐の支配層・軍事制度の淵源として注目され、多くの研究がなされてきた。

そのほとんどが正史の歴史像に依拠し、「西魏：宇文泰によって北周の基盤形成→宇文護執政

期：北周建国に成功するも腐敗→武帝親政期：富国強兵・華北統一→宣帝期：暴政→隋建

国」という歴史像を共有してきた。しかし、近年、『周書』の作為性が指摘され、北周史の見直し

が進んでいる仇支配者層の形成や諸制度の策定が当時の政治動向と切り離せないことを踏まえ

ると、西魏・北周政治史の再検討が求められよう。筆者は宇文護執政期（宇文泰の甥の護が北周

の実権を掌握した時期）について、諸史料中の宇文護像に違いがあることを示した上で、宇文護

幕僚の人的構成や仏教政策・地方統治・婚姻動向などの面から検討した。その結果、宇文護が諸

制度を整え、多様な勢力に配慮して北周を安定させたことを明らかにした(2）。このことは、宇文

護執政期に続く武帝親政期・宣帝期の歴史像や位置づけ、さらには周隋革命の経緯についてとら

え直す必要があることを示していよう。

なかでも武帝親政期の華北統一の成果を継承した宣帝期は、「暴政」を展開して周隋革命の原因

になったとされる時期である。しかし、北朝から隋唐への転換点に位置している時代であるにも

かかわらず、これまで宣帝期の研究は殆どなされてこなかった。宣帝は宣政元年 (578)6月の即

位から、大象 2年 (580)5月に没するまでの 2年に満たない治世の間に、皇太子に譲位して天元

皇帝を称し、様々な「暴政」を行ったとされている。正史中には、その「暴政」が数多く記され

ており、『周書』巻 7・宜帝紀の史臣日条では、

卒使昏虐君臨、姦回陣毒、…...窮南山之簡、未足書其過、盛東観之筆、不能記其罪。

卒に昏虐をして君臨せしめ、姦回をして毒を罪いままにせしめ、••…•南山の簡を窮めても、

未だ其の過を書くに足らず、東観の筆を壺しても、其の罪を記す能わず。

と述べ、宣帝を「昏虐」・「姦回」とし、その悪事は書き尽くすことができないと酷評している。

この宣帝について、川勝義雄氏は「内容をともなわないヒステリックな権威追求の姿を示すもの

にほかなら」ないとする（3)。また、谷川道雄氏は「武帝のあとを承けた宣帝は、昏暴の天子であ

った。かれはその恣虐をつくすために帝権の絶対化を図った」とし、「天子の権力が恣意・横暴の
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方向に傾いていくと」、詔勅を扱う内史・御正などの重要官職が「侯臣たちによって占められてい

くことになる」と述べ、「周礼的体制から超越しようとする帝権のもとに、類勢にある漢人名流が

結託し、一種体制外的な世界を形造っていたことが想像される」とする(4)。さらに、武帝は独裁

政治の健全な側面を十分に保っていたが、宣帝は暴君の典型であるとも述べている(5)0 

しかし、宣帝を暴君として理解するのみでよいのだろうか。呂春盛氏は、宣帝による宗室・武

帝側近の抑圧や天元皇帝自称、内史・御正上大夫の設置について、宗室権力を弱体化させる一方

で側近の地位をあげ、自己の権威を高める目的であったとする。そして、その背景には武帝親政

期の権力基盤の狭窄化（宗室・側近中心）があるとし、武帝親政期との連続性を指摘している(6)0

また岡田和一郎氏は、宣帝が「関中本位政策」を否定する政策（洛陽再建・漢魏の制に基づく衣

冠改革など）を行い、それまでの北周と異なる国制を模索していたとする（7)。魏斌氏も、宣帝に

よる洛陽再建を取り上げ、燭帝との類似性を述べて、正史の宣帝評価に偏りがある可能性を指摘

している(8)。拙稿も宣帝が北斉系も視野に入れた婚姻政策を行っていたことを明らかにした(9)0 

このように近年では、宣帝期の再検討がなされつつある。特に呂春盛氏は、武帝親政期と宣帝

期が皇帝のもとに行政・軍事の権力を集中させ、側近政治を行った点で共通していることを指摘

し、両時期の連続性を見出している。武帝・宣帝の側近政治を担ったのは、皇帝の側近官である

内史・御正である。彼らは宣帝没後の楊堅の権力掌握に積極的に関与し、周隋革命にも大きな影

響を与えた。そこで本稿では、宣帝期を再検討する糸口として、武帝親政期と宣帝期の皇帝側近

官の人的構成に注目したい。果して武帝親政期・宣帝期の側近官には、どのような人々が就任し

ていたのだろうか。

一、北周における皇帝側近官

(1) 内史の沿革と職掌

西魏では、廃帝 3年 (554) 正月に品階にかわって正九命を頂点とする命階を導入し、恭帝 3

年 (556)正月に『周礼』に基づく六官制（天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官）を施行した。

翌年に西魏の恭帝から禅譲を受けて成立した北周は、この六官制を継承した。六官制下の皇帝側

近官について、王仲榮氏は、春官府の内史・天官府の御正と御伯 (564年に納言と改名）をあげ

ている(10）。一方、秦～明の草制制度の変遷を研究した山本隆義氏は、北周の納言は政界に影署を

及ぼしていないとし、内史を側近官として重視した(II）。また、谷川道雄氏は内史・御正を枢要な

皇帝側近官としている(12)。本稿でも先学の成果に依拠し、内史・御正を主要な皇帝側近官とする。

以下、内史・御正の沿革・職掌を確認していく。

北周は『周礼』に依拠して、儀礼を掌る春官府に内史を設置した。内史には「中大夫（正五命）
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ー下大夫（正四命）ー上土（正三命）ー中土（正二命）一下士（正一命）」が置かれた。建徳元年

(572)に親政を開始した武帝は、建徳 2年 (573)3月に六府諸司の中大夫を廃し、下大夫を官長、

上士を次官としたが、その後も内史には中大夫が置かれていた。また、武帝親政期には内史都上

士（品命不明）が設置された可能性がある(13）。さらに宣帝は、大象元年 (579)2月に内史上大夫

（正六命）を増設した。これらのことから内史は武帝親政期以降に重要視されたことがわかる。

内史の職掌については、『大唐六典』巻 9.中書省・中書令に、

後周依周官、春官府置内史中大夫二人、掌王言。蓋比中書監・令之任。

後周は周官に依り、春官府に内史中大夫二人を置き、王言を掌る。蓋し中書監・令の任に比

すなり。

とあることから、中書に相当し、詔勅起草を専掌としていた(14)。孝閃帝元年 (557)正月の北周

建国から天和 7年 (572)3月まで、北周の実権は大家宰（天官府長官）．都督中外諸軍事の宇文

護が握っていたため、内史の存在感は薄かった。しかし、天和 7年 (572)3月に武帝が宇文護を

誅殺し、建徳と改元して親政を開始した結果、『周書』巻 40・王軌伝に、

建徳初、轄内史中大夫、……軍國之政、皆参預焉。

建徳の初め、内史中大夫に縛じ、……軍國の政、皆参預す。

とあるように、内史中大夫が国政に参与するようになった(15)0 

(2)御正の沿革と職掌

続いて、行政を掌る天官府に設置された御正について見ていく。御正は『周礼』に登場しない

西魏・北周独特の官である。当初、「中大夫（正五命）一下大夫（正四命）一上土（正三命）ー中

士（正二命）一下士（正一命）」が置かれていたが、明帝期の武成元年 (559)8月からしばらく

の間「上大夫（正六命）」が設置され、宣帝期の大象元年 (579)2月にも上大夫が設置された。

御正の明確な職掌の記載は、正史や『通典』などに見えない。『周書』巻 32・申徽伝には、

明帝以御正任総絲綸、更崇其秩為上大夫。員四人、琥大御正、又以徽為之。

明帝、御正任は絲綸を継べるを以て、更めて其の秩を崇くして上大夫と為す。員は四人、大

御正を琥し、又た徽を以て之と為す。

とあり、明帝期に御正が詔勅（「絲綸」）を掌ったことが記されている。元代の胡三省は、『資治通

鑑』巻 168・陳紀 2・天嘉 2年6月条の注で、御正について「盗中書舎人之職也」と述べている。

玉仲榮氏も御正を中書監・令に相当するとし、石冬梅氏は御正の任を詔勅起草とし、中書監に該

当すると述べている(16)0 

一方、谷川道雄氏は、御正の職掌を詔勅起草ではなく、天子の側近で王言を下達する重要な役

職であったとする(17)。建徳元年 (572) に作成された庚信撰「司馬裔神道碑」にも、
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尋轄大御正、邑一千ー百戸。椙機近侍、出納絲言。

［保定四年〕尋いで大御正に轄じ、邑一千ー百戸。椙機に近侍し、絲言を出納す。

とあり、保定 4年 (564) に御正中大夫となった司馬裔が詔勅（「絲言」）を下達（「出納」）してい

たとする(18)。開皇 9年 (589) に作成された「成備墓誌」にも、

五年、除御正大夫、献納櫃機、絲綸允緯。

〔天和〕五年、御正大夫に除せられ、櫃機に献納し、絲綸允に絹む。

とあり、天和 5年 (570) に御正下大夫となった成備が詔勅（「絲綸」）をまとめていたことが記さ

れている(19)0

これに対し、南北朝から隋唐に至る「賢オ主義的中書舎人制」の流れに関心を持つ榎本あゆち

氏は、内史との関連を明確にするため、御正中大夫・下大夫就任者の分析を通じて、その職掌を

再検討した(20)。榎本氏は詔勅起草を職掌としたのは明帝期と北周末のみであるとし、「文武両面

から天子を補佐し天子としてあるべき道を進むように統御していく顧問官こそ御正の任務だった

のではないか」と述べ、陳や北斉への遣使の際に御正を兼官・領官する事例があることから、北

魏の散騎官に相当する官職であった可能性を指摘している(21）。ただし、榎本氏の指摘通り、詔勅

起草の具体的事例は北周末まで確認できないが、「司馬裔神道碑」・「成備墓誌」からは、明帝期以

後も御正が詔勅伝達に関わった様子が窺える。榎本氏の指摘とあわせて考えると、御正は詔勅伝

達を掌ることもあった顧問官ということになろう。

武帝親政期の建徳 2年 (573)3月に御正中大夫は廃止され、御正下大夫が官長となった。この

時期の御正について、榎本あゆち氏は「専ら政治・軍事・礼制の顧問だった」とし、「被征服者、

あるいは新進の官僚のみで高位の武官を欠くこの時期の御正の政界における重みはやや軽くなっ

た」とする(22）。このような状況は宣帝期に一変する。宣帝は大象元年 (579)2月に、内史ととも

に御正に上大夫を設置し、御正の地位を高めた。『周書』巻 40・楽運伝には、

内史・御正、職在弼諧、皆須参議、共治天下。

内史・御正、職は弼諧に在り、皆須らく参議し、共に天下を治むべし。

とあり、宣帝の「暴政」を諌めた楽運は、内史・御正は天子輔弼の任にあり、ともに国政を議論

すべきであると述べている。

二、武帝親政期の内史・御正の人的構成

(1)武帝親政期の内史就任者

天和 7年 (572)3月、武帝は大家宰宇文護を誅殺し、建徳と改元して親政を開始し、都督中外

諸軍事府を廃止して二十四軍を直属の親軍として軍権を掌握し、さらに禁衛の強化(23)につとめた。
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また、大家宰の権限を弱めて(24)行政権を掌握した。建徳 2年 (573) には、六府の中大夫を廃し、

下大夫を官長とし、官職の削減・整理を通じて、行政府の弱体化を進めた。こうして武帝は、北

魏末の爾朱栄以来(25)続いてきた二重権力構造を解消し、皇帝自身が軍事・行政を決裁する皇帝専

権体制の構築を図ったのである(26)。

武帝に権力が集中した結果、皇帝側近で詔勅を掌る内史の存在感が大きくなった。宇文護執政

期に皇帝侍衛（中侍・左侍上士） （27)を経て、内史上士・内史下大夫を歴任し、武帝とともに宇文

護誅殺を図った王軌は、武帝親政後、内史中大夫として朝政に参与した(28）。同じく皇帝侍衛（右

侍上上•宮伯下大夫など）を務め、宇文護誅殺に参画した宇文孝伯は、建徳 5 年 (576) の北斉進

攻の際に内史下大夫に任命され、朝廷の留守を預かっている(29）。また、保定 (561~565)年間か

ら建徳初年まで内史中大夫に在任した玉褒も、武帝の親政後、詔勅起草のほか朝議に参加してい

る(30)。さらに武帝親政期に内史中大夫となった柳昂は、『周書』巻 32・柳敏伝附柳昂伝に、

武帝時、為内史中大夫・開府儀同三司·…••常途用事、百寮皆出其下。…•••武帝崩、受遺輔政。

武帝の時、内史中大夫・開府儀同三司と為る……用事を嘗途し、百寮皆其の下に出づ。……

武帝崩じ、輔政を受遺す。

とあるように、百官を統括し、武帝没後に宣帝の輔政を遺嘱されたことが記されている。このよ

うに武帝親政期の内史は、詔勅起草のほか、朝政に参与して武帝を補佐し、六府を統括するなど、

武帝の専権体制を支えていたのである。

では、武帝親政期の内史就任者にはどのような特徴があるのだろうか。山本隆義氏は、北周の

内史には出身を問わない「人材主義」に基づく人材登用が行われ、「華北における名族」が多く登

用され、「鮮卑族出身者は極めて少な」＜、「その大部分が北齊及び南朝の地の出身者で占められ

ている」と述べている(31）。しかし、出土資料の増加や西魏・北周研究の進展を踏まえると、山本

氏の見解には一部修正が求められる。

武帝親政期の内史中大夫・下大夫・上土就任者をまとめると表 1のようになる。内史には、武

帝とともに宇文護誅殺を計画した王軌・宇文孝伯や、宇文護執政期に内史・御正に就任していた

玉褒・王誼といった武帝側近と言い得る人物が複数名就任している。前述したように王軌・玉褒．

宇文孝伯は、朝政に参与して武帝を補佐していた。玉誼も武帝に信任され、北斉進攻時に武帝を

補佐し、華北統一に貢献している(32）。また、皇帝侍衛経験者も 5名（王軌・王誼・劉仁恩・宇文

孝伯・李詢）確認できる。

その一方で、内史中大夫の劉雄・元巖、内史下大夫の趙芥・牛弘、内史上士の柳弘のように、

もともと宇文護側近の都督中外諸軍事府（中外府）幕僚であった人物も確認できる。皇帝側近官

である内史に、旧中外府幕僚が就任していることは、宇文護執政期と武帝親政期に人的連続性が

存在したことを示していよう (33)。
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表 1：武帝親政期内史就任者
人名 本貰 任職年代 宇文護執政期 前職

王褒 瑕邪（旧梁） 保定中 内史中大夫 開府儀同三司？

王軌 太原 建徳初 左侍上士→内史上士→ 内史下大夫

内史下大夫

劉雄 臨洸 建徳2{573) 斉右下大夫事治中外府属 納言中大夫

→駕部中大夫・兼中外府

橡一軍司鴨中大夫

主誼 武川 建徳年間？ 中侍上士→御正下大夫 廂州別駕？

中 →痺州別駕

大 壬誼 武川 建徳 6(577)後 同上 相州刺史

夫 王詔 太原 建徳 6(577)後 不明 軍正F大夫

柳昂 河東 建徳年間 不明 不明

元巖 河南洛陽 建徳年間？ 中外府記室参軍 中外府記室？

劉仁恩 映州弘農 建徳年間？ 侍衛上士→承御下 御正中大夫

→御正中大夫

梁彦光 安定 建徳初？ 舎人上士→小駆下大 下大夫

趙芥 天水 建徳初 司邑下大夫→映州総管 吏部下大夫

府長史→御伯下大夫→

下 中外府橡→吏部下大夫

大 宇文孝 河南洛陽 建徳 5(576) 宗師上士→右侍上士→ 右宮伯中大夫

夫 伯 宗師下大夫

高穎 渤海 建徳年間 不明 内史上士

慮懐痰 茫陽 建徳年間 斉国公府記室参軍→吏 吏部下大夫

部下大夫

賀若弼 河南洛陽 建徳年間 不明 斉王記室参軍

辛仲景 隅西 建徳年間 不明 員外散騎侍郎？

牛弘 安定 宣政元 (578) 中外府記室参軍→内史 納言上士

上士

都 ＾柳弘 河東 建徳年間 中外府記室参軍 御正上士

上 宇文歿 河南洛陽 建徳 5(576)前 礼部上士 吏部下大夫

士

高穎 渤海 徳初？ 不明 斉王府記室参軍

柳弘 河東 建徳初 中外府記室参軍 中外府記室参軍？

上 李詢 隈西 建徳 3(574)前 左侍上士 納言上士

± 劉祥 柿国（旧梁） 建徳 3(574)後 斉国公府記室参軍 斉王友

李徳林 博陵（旧北斉） 建徳 6(577) 北斉官僚 通直散騎常侍兼

中書侍郎（北斉）

周： 隋：『隋書』 文館：『文館詞林』 ：『広弘明集』

劉仁恩塁誌：胡戟等編『大唐西市博物館蔵墓誌』（北京大学出版社、 2012年） 17番

李賢墓誌：毛遠明校注『漢魏六朝碑珂校注』（線装書局、 2008年） lo冊 Nol365

※『周書；巻 32・ 慮柔伝は「吏部上士→内史上士→礼部下大夫」とする。

後職 出典

太子少保 周 41

行軍総管 周 40冷隋 I・ 38 

候正中大夫 周 29

相州刺史 周 6• 12 • 20、隋

40 

襄州総管 隋 40

＂ 豊州刺史 隋 62

大宗伯' ' 周32,隋 47、広 10

民部中大夫 周 40,隋 62

内史上大夫 劉仁恩墓誌

御正下大夫 隋 73

御正下大夫 隋 46・ 60,文館452

宗師中大夫 周 40

丞相府司録 隋 41

礼部下大夫 周 32、隋56

寿州刺史 周 40、隋52

没 周 39

秘書監 周 37、隋49

御正下大夫 周 22

司州 府 隋 56

司録

内史下大夫 隋 4i

宮手下大夫 周 22

司衛上士 隋 37、李賢募誌

万年県令 周 42

御正下大夫 隋 42、広 to

次に内史就任者の出自について確認したい。武帝親政期の内史中大夫のうち、漢人郡姓は河東

柳氏の柳昂と眼邪王氏の王褒（南朝系）のみである。太原を本貰とする王詔は、『隋書』巻62・王

「自 とあるよう 。ヽ同じく して
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いる王軌も、四代にわたって北辺に居住しており、太原王氏とはみなせない(34）。そのほか、元巖

は西魏宗室であり、武川鎮出身の王誼は宇文泰の母玉氏（胡族系）の一族である(35）。また、内史

下大夫・上士には、関中漢人郡姓（趙芥・辛仲景・柳弘・梁彦光） ・入関山東貴族（慮橙）のほか、

胡族系功臣の子弟（宇文孝伯・賀若弼・宇文弦・李詢） （36)も就任している。山本氏の指摘と異な

り、武帝親政期の内史には胡族系も複数名見え、漢人郡姓で占められていたわけではない。また

南朝系は 2名（王褒と劉祥）、北斉系に至っては李徳林のみにすぎなかった(37)0 

(2)武帝親政期の御正就任者

次に御正就任者について見ていきたい。既述したように建徳 2年 (573)3月に御正中大夫は廃

止され、下大夫が御正の官長となった。この時期の御正下大夫・上士就任者をまとめると表 2の

ようになる。これをみると御正就任者には、関中漢人郡姓（楊尚希・趙芥・梁彦光・柳弘・袈粛）

が多く、胡族系功臣子弟は 2名 (-=f仲文・長孫熾） （38)、入関山東貴族は 1名（鄭訳）、北斉系は 1

名（慮思道）、南朝系は 1名（飽宏）であった。また、内史下大夫・上士を経て、御正に就任した

人物が 3名（趙芥・梁彦光・柳弘）見えた。御正にも内史と同じく宇文護執政期に中外府幕僚で

あった人物が確認できる（趙芥・柳弘）。一方、皇帝侍衛経験者は内史より少なく、 1名（鄭訳）

に留まっている。

この時期の御正就任者には、内史経験者がいるものの、武帝に信任されて朝政に参与したとい

った記述は見えず、榎本氏の指摘したとおり、顧問役に留まっていたと思われる。また、就任者

表 2：武帝親政期御正就任者

人名 本貫 任職年代 宇文護執政期 前職 後職 出典

鄭訳 榮陽 建徳元 (572) 給事上士→左侍上士 左侍上士 宮戸下大夫 周 35、隋 38

楊尚希（北斉 弘農 建徳 3(574) 太学博士？ 太子宮甲？ 計部中大夫？ 周 5、隋46

遣使）

趙芥 天水 建徳 5(576)前 司邑下大夫→映州総管 内史下大夫 司会中大夫 隋 46、文館

下 府長史→御伯下大夫→ 452 

大 中外府橡→吏部下大夫

夫 梁彦光 安定 建徳年間 舎人上士→小駆下大夫 内史下大夫 華州刺史 隋 73

柳弘 河東 建徳年間 中外府記室参軍 内史都上士 没 周 22

千仲文 河南洛陽 建徳年間？ 趙国公府属→安固郡守 安固郡守 東郡太守 隋 60

袈粛 河東 建徳年間？ 給事中士 給事中士 行軍長史 周 35、隋62

飽宏 東海（旧梁） 建徳 6(577) 麟趾殿学士 遂伯下大夫 利州刺史？ 隋 66

柳弘 河東 建徳年間 中外府記室参軍 小宮手 内史都上士 周 22

上 長孫熾 河南洛陽 建徳2(573)後 起家以前 蛸郡太守 丞相府功曹 隋 51

士 参軍？

虚思道 苑陽（旧北斉） 建徳 6(577) 北斉官僚 給事黄門侍 掌教上士 隋 57、文苑

郎（北斉） 893 

周：『周書』 隋：『隋書』 文館：『文館詞林』 文苑：『文苑英華』
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の多くは隋代に活躍することになる若手官僚であり、榎本あゆち氏は「征服された南朝梁・北斉

出身者や西魏北周の新進の官僚が政権中枢に参画するステップとなっていた」と述べている(39)0 

三、宣帝期の内史・御正の人的構成

(1) 宣帝期の内史就任者

宣政元年 (578)6月、武帝が没すると皇太子賛が皇帝に即位した。宣帝は皇帝専権体制を更に

推し進め、大象元年 (579)2月には天元皇帝を称した上で、内史・御正に上大夫を設置し、宣帝

側近の権限を強化した(40）。その一方、彼は宗室による権力掌握を恐れ、即位直後に叔父の斉王宇

文憲を殺害し、大象元年 (579)5月には叔父たちを就国という形をとって左遷した(41）。また、武

帝側近のうち、皇太子時代の宣帝の悪事を武帝に伝えていた王軌・宇文神挙・宇文孝伯を誅殺・

賜死している(42)。

では、宣帝期の内史・御正の人的構成はいかなるものだったのだろうか。まず、内史就任者に

ついてみていきたい。表 3は宣帝期の内史上大夫・中大夫・下大夫就任者をまとめたものである。

宣帝期の内史就任者の出自を見ると、関中漢人郡姓（柳昂・柳雄亮・草蕃）のほか、入関山東貴

族も 2名（鄭訳・雀仲方(43)) 確認できる。一方、胡族系功臣の子弟は王端（主徳の子）のみであ

り、北斉系官人も元行恭しか確認できない(44)。宣帝期の内史のうち、武帝親政期の内史に多く見

られた皇帝侍衛出身者は、鄭訳・劉仁恩の 2名であった。

宣帝期の内史は上大夫・中大夫・下大夫それぞれに、鄭訳・王端（皇太子時代からの側近）・唐

悟(45)といった宜帝側近が就任している。なかでも活躍したのが、入関山東貴族の鄭孝穆の子の鄭

訳である。『隋書』巻 38・鄭訳伝に、

繹従祖開府文寛、尚魏平陽公主、則周太祖元后之妹也。主無子、太祖令繹後之。由是繹少為

太祖所親、恒令輿諸子遊集。……文寛後誕二子、繹復蹄本生。周武帝時、起家給事中士、拝

銀青光祗大夫、轄左侍上士、輿儀同劉防恒侍帝側。

繹の従祖の開府文寛、魏の平陽公主に尚す、則ち周太祖元后の妹なり。主、子無く、太祖繹

をして之を後がしむ。是に由りて繹少くして太祖の親しむ所と為り、恒に諸子と遊集せしむ。

……文寛後に二子を誕み、繹復た本生に帰す。周武帝の時、給事中士に起家し、銀青光祗大

夫を拝し、左侍上士に轄じ、儀同の劉防と恒に帝側に侍る。

とあるように、鄭訳は平陽公主（宇文泰の正妃の妹）をめとった従祖父鄭文寛の継嗣に一時的に

なったため、宇文泰に目をかけられ、北周の武帝即位後に給事中士で起家し、皇帝侍衛の左侍上

士となった。武帝の親政開始後には、『周書』巻 35・鄭孝穆伝附鄭訳伝に、
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劉仁恩

柳昂

元巖

中 I鄭訳*' I榮陽

：：恭 1 ：：洛陽 1 :：官僚
（旧北吝）

明大ア 第 18

内史中大夫

不明

中外府記室参軍‘?

吏部下大夫

-→納百下大 大夫

I不明

宮予下大夫

後任官

除名→領内史

徐J十I刺史

大宗伯

免官

内史上大夫

（隋）

出典

周 35、隋 38,広 IO

劉仁恩墓誌

周32、隋47

隋62

周35、隋38

柳雄亮墓誌

隋4!

隋49,広 10

隋60、雀仲方墓誌

北67、続 19

北斉 38、広 10、続 19

周：『周書」 隋：『隋書』 北斉：『北斉書』 北：『北史』 広『広弘明集』 続：『続高僧伝』

劉仁恩墓誌：胡戟等編『大唐西市博物館蔵墓誌』（北京大学出版社、 2012年） 17番

柳雄亮墓誌：胡海帆・湯燕編『1996-2012北京大学図書館新蔵金石拓本祷華』（北京大学出版社、 2012年） 102番

：氣賀澤保規編『新版唐代墓誌所在総合目録増訂版』（汲古書院、 2009年）番号 1233

河北省文物研究所・平山県博物館「河北平山県西岳村隋唐窪氏墓」（『考古； 2001・ 2)、堀井裕之［唐・李

百薬撰「雀仲方墓誌lの分析ー入関山東貴族の性格をめぐって 」（氣賀澤保規編『中国石刻資料とその社会一北朝隋

唐期を中心に一』汲古書院、 2007年｝

※1『隋書』巻 38・鄭訳伝は内史下大夫とする。

※2『広弘明集』巻 IOは、大象元年 2月の記事で内史下大夫とし、 5月の記事で掌證上士とする。誤記（順序が逆？）の

可能性が考えられるが、傍証する史料がないため、原文のままとする。

梢遷御正下大夫、頗被顧待。東宮建、

、咸被譴責、

・内史中大夫、封蹄昌

せらる。後に例も

特被太子親愛。 ・・・・・・及太子西征、

後例復官、初拝吏部下大夫。宣帝嗣位、授

任遇甚重、
上上9E

、出Lイ寸

、自

と総し、特に太

く失徳有り…•••宮臣の親幸せらる者、咸な譴

・内史中大夫を授けられ、蹄昌縣公に封ぜられ、邑千戸。既に恩菖を

以て、任遇甚だ重く、朝政の機密、並びに参 詳を得。尋いで内史上大夫に遷り、爵油國公に

上大夫の官は、 り始まるなり

とあるように、御正下大夫を経て、皇太子の側近である宮弄下大夫に選ばれて、

された。宣帝の失徳を防げなかったとして一時的に除名されたが、
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官した。宣帝即位後は、内史中大夫となって朝政に参与し、大象元年 (579)2月には内史上大夫

に就任した。鄭訳の経歴で注意すべき点は、彼が宇文護執政期に武帝の侍衛（左侍上士）を務め

て「帝側」に侍ったのち、武帝親政期に御正下大夫に就任し、武帝に厚遇（「顧待」）されている

ことである。すなわち、宣帝は武帝側近から皇太子側近となった鄭訳を重用したのである。

また、既述したように宣帝は武帝側近を排除している。しかし、’その一方で武帝親政期の内史

就任者の一部を留任させている。武帝親政期に内史下大夫だった高穎・牛弘は、宣帝期も内史下

大夫に留まっている。内史中大夫であった劉仁恩は宣帝即位後に内史上大夫に就任している。武

帝に宣帝の輔政を遺嘱された内史中大夫の柳昂も、宣帝に疎まれつつも内史中大夫に留まってい

る(46)。同様に元巖も大象元年 (579)2月の王軌誅殺の詔勅に署名を拒否して免官されるまで内史

中大夫に留任した。このことから、武帝親政期と宣帝期の内史に人的連続性が存在したことがわ

かる。ただし、宣帝期における彼らの活躍は目立たず、宣帝に重用されていたとは言い難い。

(2) 宣帝期の御正就任者

次に御正就任者についてみていきたい。武帝親政期の御正は下大夫が官長であったが、宣帝は

六府の中大夫を復活させ、大象元年 (579)2月には御正に上大夫を設置した。ここから御正の地

位が宣帝期に高められたことがわかる。宣帝期の御正上大夫・中大夫・下大夫就任者をまとめる

と表 4のようになる。宣帝期の御正就任者の出自をみると、関中漢人郡姓（梁彦光・柳機・趙焚・

杜呆・皇甫績）が多く、胡族系功臣の子弟は 1名（宇文撹）、南朝系は 2名（顔之儀・飽宏）、北

斉系は 1名（李徳林）であった。

御正上大夫には皇太子時代の側近官（宮手下大夫）であった関中漢人郡姓の柳機（柳慶の子）

が就任している。『隋書』巻 47・柳機伝に、

年十九、周武帝時為魯公、引為記室。及帝嗣位、自宣納上士累遷少納言・太子宮弔、封平齊

縣公。従帝平齊、拝開府、轄司宗中大夫。宣帝時、遷御正上大夫。機見帝失徳、屡諫不聴、

恐禍及己、託於鄭諄、陰求出外、於是拝華小1,1刺史。

年十九、周武帝時に魯公と為り、引きて記室と為す。帝、位を嗣ぐに及び、宣納上士より累

ねて少納言・太子宮手に遷り、平齊縣公に封ぜらる。帝に従い齊を平らげ、開府を拝し、司

宗中大夫に縛ず。宣帝の時、御正上大夫に遷る。機、帝の徳を失うを見て、屡ば諫むも聴か

れず、禍、己に及ぶを恐れ、鄭繹に託せて、陰かに外に出づるを求め、是に於いて華J小I刺史

を拝す。

とあるように、柳機は即位前の武帝の幕僚（魯国公府記室参軍）で起家し、宣納J:::土・納言下大

夫を経て、皇太子側近の宮ヂ下大夫となった。華北統一後、司宗中大夫となり、宣帝即位後に御

正上大夫に就任した。その後もしばしば宣帝を諫言したが聞き入れられず、災いが及ぶことを恐
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温州刺史

73 

隋47

118 

皇甫績 I安定

下

二中士一宮戸下大夫→ i1 :：下大夫

畿伯下大夫

宮戸中士→宮手下大夫→ I畿伯下大夫 1御正中大夫

畿伯下大夫

隋 38,全北 118

夫大 1二二□言：こ［三：／［芦吾／：［〗：三：ミ主：僧I1伝ご王:夫 l 1 三巴已ラd: | 主三 続 19

全北：韓理洲等輯校編年『全北斉北周文補遺』（二秦出版社、 2008年） 118頁［運城北周刻石記」

※l榎本あゆち パ化周の御丁について」（『名古屋大学東洋史研究報告』 25,2001年）は、李徳林が武帝親政期

に御正下大夫に就任したとするもしかし、『隋書』巻42嘗 「宣政末］とある。武帝は宣政元年 6月に没

し、同月に宣帝が即位しているc 宣政は勺翌年正月の大成改元まで用いられたことから、直政末は宣帝期に当たる。

※2『続高僧伝』巻 19は「御史」とするが、「御正よの誤と思われる。

れ、華州刺史に自ら望んで転じている。その他の御正上大夫には、武帝親政期に民部中大夫・司

中大夫などを歴任した趙喪、武帝親政期に内史下大夫・御正下大夫であった梁彦光がみえ、宣

帝側近で固められたわけではない。宣帝期の御正lこ大夫は、国政に深く参与した形跡が窺えず、

られていたものと

、鄭鐸等拉以不能匡弼半譴、

遷上儀同大将軍・御正

昏縦日甚、之儀犯顔隷諫、雖不見納、終亦不IL。深為帝所忌。

＜ 

ヽ

帝後刑政乖僻、

毎優容之。

する能わ

平陽縣男

と為り、 帝、 日に甚し、

し、

し
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しばしば

て課諫め、納れられざると雖も、終に亦た止まず。深く帝の忌む所と為る。然れども恩菖

を以て、毎に之を優容す。

とあるように、司書上士から皇太子時代の宣帝の侍読に遷り、その失徳行為を諫め続けた功績で、

宮ヂ下大夫となった。宜帝即位後には御正中大夫に任じられ、盛んに諌言した(48)結果、宣帝に忌

まれたが旧恩によって容認されていた。

また関中漢人郡姓の皇甫績は、即位前の武帝の侍読（魯国公侍読）で起家し、武帝親政期に皇

太子の側近である宮井中上•宮ヂ下大夫を歴任し、宣帝期に御正下大夫・御正中大夫となった(49)0

漢族系功臣（山東出身の劉孟良）の子である劉防は、『隋書』巻 38・鄭訳伝に「［鄭訳〕轄左侍上

士、典儀同劉防恒侍帝側。」とあるように、皇帝侍衛（左侍上士）の鄭訳とともに武帝の近侍をつ

とめた後、『隋書』巻 38・劉防伝に、

周武帝時、以功臣子入侍皇太子。及宣帝嗣位、以技伎見押、出入宮腋、寵冠一時。授大都督、

遷小御正、輿御正中大夫顔之儀並見親信。

周武帝の時、功臣の子を以て皇太子に入侍す。宣帝位を嗣ぐに及び、技侯を以て押れられ、

宮腋に出入し、寵は一時に冠たり。大都督を授けられ、小御正に遷り、御正中大夫顔之儀と

並びに親信せらる。

とあるように、皇太子時代の宣帝に入侍し、宣帝即位後、寵愛されて御正下大夫に就任して信任

された。『隋書』巻 38・慮質伝に見える隋文帝の言には、

微劉防・鄭繹及貴・柳袈・皇甫績等、則我不至此。……嘗周宣帝時、以無頼得幸。

劉防・鄭繹及び〔慮〕貰・柳袈・皇甫績等微かりせば、則ち我此に至らず。……周宣帝の時

に賞り、無頼を以て幸を得。

とあり、鄭訳・劉防・皇甫績らが宣帝に寵愛されたことが述べられている。

その一方、武帝親政期に御正下大夫に就任した飽宏が宣帝期も留任しており、武帝親政期に御

正下大夫となった梁彦光が、一時的に華州刺史に転任した後に御正上大夫となったように、御正

にも武帝親政期との人的連続性が確認できる。武帝親政期に内史上士を務め、宣帝期に御正下大

夫に就任した李徳林も、その一例にあげられよう。また、宣帝側近として知られる柳機・皇甫績・

劉防も、内史の鄭訳と同様に、もともと武帝の幕僚や近侍を務めていた。

おわりに

これまで内史・御正については、能力主義的人材登用との関連から検討がなされてきた。なか

でも榎本あゆち氏は、「武帝親政後の内史制は隋代官僚世界の孵化器の役割を果たしたといえよう。

…•••西魏・北周の御正制は北朝から隋唐代に到る官僚制、特に内史・中書制発達に対する強い刺
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激となっていたと断定できる」と結論付けている(50)。本稿では、こうした先行研究の成果を踏ま

えた上で、宣帝期を再検討する糸口として内史・御正に着目し、武帝親政期と宣帝期の内史・御

正就任者について検討してきた。その結果をまとめると次のようになる。

①武帝親政期には、主に宇文護親政期から武帝を支えていた側近や皇帝侍衛経験者が内史中大夫

に就任し、朝政に参与していた。その一方、武帝親政期の御正下大夫は顧問役に留まっていた。

御正下大夫・内史下大夫・上士には、主に関中漢人郡姓・胡族系功臣の若手官僚が就任してお

り、北斉系は 2名にすぎなかった。また、宇文護執政期に中外府幕僚であった人物も内史・御

正に登用されていた。

②宣帝期に内史上大夫が設置され、内史の影響力が更に増した。内史には皇太子時代からの側近

（鄭訳・王端）が就任して朝政に参与した。その一方で、武帝親政期の内史中大夫・下大夫の

一部が留任していた。また朝政に参与した鄭訳も、もともと武帝の近侍であった。武帝親政期

と宣帝期の内史には人的連続性が存在していたのである。内史就任者の出自を見ると、関中漢

人郡姓が多く、胡族系功臣の子弟は少なく、北斉系は 1名のみであった。

③宣帝期に御正上大夫が設置され、御正の地位が向上した。御正上大夫が顧問官として位置付け

られていたのに対し、御正中大夫・下大夫には、皇太子時代の側近が就任し、朝政に参与して

いた。御正のうち、皇太子時代の宣帝の側近であった柳機・劉防・皇甫績は、もともと武帝の

幕僚・近侍であった。また、武帝親政期の御正下大夫の一部が留任しており、武帝親政期との

人的連続性が存在していた。御正就任者の出自を見ると、関中漢人郡姓が多く、胡族系功臣の

子弟は少なく、北斉系は 1名のみであった。

既に先行研究によって、武帝・宣帝が内史・御正を中心とする側近政治を行っていたことは明

らかにされていたが、本稿の検討によって、新たに武帝親政期と宣帝期の側近官の人的構成が類

似していることが判明した。内史の出自について、山本隆義氏は北斉系・南朝系が多く就任して

いたとする(51)が、実際には両時期とも主に関中漢人郡姓を登用し、入関山東貴族・北斉系は少数

に留まっていた。ただし、武帝側近に胡族系が多い点は宣帝期と異なっている。

また、宣帝は武帝側近を排除したことで知られているが、本稿での検討によって武帝親政期の

内史・御正を多数留任させており、人的連続性が存在していたことが明らかとなった。隋代に活

躍した高穎・牛弘・李徳林は、武帝親政期から宣帝期にかけて内史・御正をつとめていたのであ

る。また、宣帝側近の鄭訳・劉防・皇甫績も、もともと武帝の近侍・幕僚であり、武帝によって

皇太子の側近官に抜擢されていた

宣帝は、これまで個人的欲望に基づいて権威追求を図ったと考えられてきた。しかし、武帝親

政期と宣帝期の側近官の人的連続性が明らかになったことから、直帝の「暴政」や天元皇帝自称

についても、武帝親政期との関係、さらには北魏後半期から隋に至る流れを踏まえて捉えなおす
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必要があろう。ま

の脱却が模索されてし

ればよいのだろうか。

「ては、

谷川氏や岡田氏が指摘したよう

武帝親政期と
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宣帝期にはそれ以前の北周の国制から

と断絶性について、どのように理解す

「暴政」とみなされる諸政策を展開したのだろうか。これらの

としたい。

(l) 山下将司

2002年）、

る『貞観氏族志』 と「八柱国家｝ 1 l l -2、

汲古書院、 2013

における官位制度改革の一鮪ー」（前掲前島書所収、初出 2006

•北周の二十四軍と「府兵制」」（『東洋史研究』 70 -2、2011年）など

「柱国と

、平田陽一郎

参照。

(2) 拙稿「北周

究論集』〈明大・

に関する一考察一宇文護時代再考の手がかりとして一」（『文学研

23、2005年）、拙稿「北周宇文護執政期再考一宇文護幕僚の人的構成を中

98、2007年）、

と

「張僧妙碑」か

拙稿「北周宇文護執政期の地方統治体制一 から

2007年）、

144、2012

（『東アジア石刻

川勝義雄

(4) 谷）11道雄 と

1974年） 412~413

隋唐帝国形成史論』筑摩善房、 1998年、

初出 1967年）

(5) 谷川道雄「府兵制国家と府兵制」（前掲註(4)谷川書所収、初出 1986

(6) 呂春盛「北周後期的拡張与弱点的深化 第四節宜帝時代的昏暴政治」（『関瀧集団的権力結

構演変一西魏北周政治史研究一』稲郷出版社、 2002年）参照。

(7) 岡田和一郎

したとするが、

渡辺信一郎

・北周の国家構造ー第二次「代人共同体」体制か

参照。なお、岡

ヽては言及して

と中国における

比較史の視点から一』

さ

2003 2002年）の名

（『唐

への転換を模索

てヽは、

と天下秩序一日中

のみで、岡田氏自身の
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(8) 魏斌「関子周隋之際的洛陽経営」（『魏晋南北朝隋唐史資料』 20、2003年）の註 37参照。

(9) 前掲註(2)拙稿「北周宗室の婚姻動向」参照。

(10) 王仲榮『北周六典』上（中華書局、 2007年、初版 1979年）前言 4頁参照。

(11) 山本隆義『中国政治制度の研究ー内閣制度の起源と発展一』（同朋舎、 1968年） 197~198

頁参照。納言の職掌は侍従官である。

(12) 前掲註(4)谷川論文参照。石冬梅「論北周的御正和内史」（『唐都学刊』 22-2、2006年）も

同様。

(13) 『周書』巻 22・柳弘伝、『隋書』巻 56・宇文弦伝参照。

(14) 前掲註(10)王書 174~185頁、前掲註(11)山本書 195頁、前掲註(12)石論文参照。北周では内

史以外の官職（御正・納言など）も草制にあたった。山本氏は北周における「草制髄制の楽乱

に蹄せしめることができよう」と述べている。前掲註(11)山本書 195頁参照。

(15) 前掲註(11)山本書 197頁参照。

(16) 前掲註(10)王書前言 4頁、前掲註(12)石論文参照。

(17) 前掲註(4)谷川論文参照。

(18) 「司馬裔神道碑」については、『文苑英華』巻 904・職官 12・諸将軍 lおよび〔清〕｛兒瑶注・

許逸民校点『庚子山集注』（中華書局、 1980年）巻 13参照。

(19) 「成備墓誌」の拓本・録文は、胡戟主編『大唐西市博物館蔵墓誌』（北京大学出版社、 2012

年） 13番参照。

(20) 榎本あゆち「西魏末・北周の御正について」（『名古屋大学東洋史研究報告』 25、2001年）

参照。榎本氏は御正の人事に、親周帝派（反宇文護派）と宇文護派の対立を読み取り、一部の

御正は皇帝の監視の任にあたったとする。しかし、親周帝派 vs宇文護派という図式が成立しな

いことは、前掲註(2)拙稿「北周宇文護執政期再考」で論じた。

(21) 南北朝時代には聘使の交換の際に、兼官・イ段官として散騎官を授けられている事例が多い。

前掲註(20)榎本論文参照。

(22) 前掲註(20)榎本論文参照。

(23) 建徳元年 (572)に司衛・司武を設置し、建徳4年 (576)にも禁衛を増置し、宣政元年 (578)

には司衛・司武に上大夫を設置した。武帝の禁衛改革については、張金龍『魏晋南北朝禁衛武

官制度研究』下（中華書局、 2004年） 965~984頁参照。

(24) 『周書』巻 12・宇文憲伝に「尋以憲為大家宰。……然猶以威名過重、終不能平、雖遥授家

宰、謳奪其櫂也。（尋いで憲を以て大家宰と為す。……然れども猶お威名過重なるを以て、終に

平らかなる能わず、家宰を遥授すると雖も、運は其の櫂を奪うなり。）」とある。

(25) 北魏末期に実権を握った爾朱栄の覇府については、長部悦弘「北魏孝荘帝代爾朱氏軍閥集
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団再論 (1)ー王都一覇府体制を焦点にして一」（『日本東洋文化論集』 15、2009年）、長部悦

弘「北魏孝荘帝代爾朱氏軍閥集団再論（ 2) ー王都—覇府体制を焦点にして一」（『人間科学』

23 、 2009 年）、長部悦弘「北魏孝荘帝代爾朱氏軍閥集団再論（ 3) ー王都—覇府体制を焦点に

して一」（『地理歴史人類学論集』 1、2010年）、長部悦弘「北魏孝荘帝代爾朱氏軍閥集団再論 (4)

ー王都—覇府体制を焦点にして一」（『日本東洋文化論集』 16 、 2010 年）参照。

(26)· 爾朱栄登場以前の宣武帝・孝明帝期にも高肇•干忠・元叉・胡太后などが軍事・政治の実

権を握っていたことを踏まえると、北周武帝は約 70年ぶりに皇帝親政を実現したということが

できる。北魏後半期の政治抗争の概要については、谷川道雄「北魏官界における門閥主義と賢

才主義」（前掲註(4)谷川書所収、初出 1959年）、窪添慶文「北魏後期の政争と意思決定」（『魏

晋南北朝官僚制研究』汲古書院、 2003年、初出 1999年）、室山留美子「出土刻字資料研究にお

ける新しい可能性に向けて一北魏墓誌を中心に一」（『中国史学』 20、2010年）参照。

(27) 皇帝侍衛（宮伯・諸侍）については、前掲註(10)王書 47~53頁、前掲註(23)張書 941~950 

頁参照。

(28) 『周書』巻 40・王軌伝参照。

(29) 『周書』巻 40・宇文孝伯伝には「五年、大軍東討、拝内史下大夫、令掌留豪事。（五年、大

軍東討し、内史下大夫を拝して、留豪の事を掌らしむ。）」とある。宇文孝伯は、司会中大夫・

宗師中大夫・左右宮伯中大夫を歴任しており、内史下大夫では品命が下がってしまう。中大夫

であった可能性が考えられるが、傍証する史料がないため、原文のままとする。

(30) 『周書』巻 41・王褒伝参照。

(31) 前掲註(11)山本書 198~200頁参照。ただし、山本氏は「瑕邪の主褒、武川の玉誼、太原の

王軌、安平の指仲方の外に北周の族人宇文孝伯らがあげられる」としており、名族の基準が不

明瞭である。

(32) 『周曹』巻 20・王盟伝附王誼伝、『隋書』巻40・玉誼伝参照。

(33) 前掲註(2)拙稿「北周宇文護執政期再考」参照。

(34) 武成 2年 (560) に作成された「王光墓誌」（王軌の父）に「太原祁人也。……街命居邊、

守舷蕃拝、遂家朔土、綿歴四世） （太原祁の人なり。……命を街みて邊に居り、絃の蕃捧を守り、

遂に朔士に家し、綿歴たること四世。）」とある。「主光墓誌」の拓本・録文は、胡戟等編『大唐

西市博物館蔵墓誌』（北京大学出版社、 2012年） 4番参照。周偉洲氏は、諸史料の記載から王光

の一族を東胡の烏丸とする。周偉洲「大唐西市博物館入蔵北朝胡族墓誌考」（呂建中・胡戟主編

『大唐西市博物館蔵墓誌研究続ー』映西師範大学出版社、 2013年）参照。

(35) 宇文泰の母の一族である楽浪王氏については、園田俊介「北魏時代の楽浪郡と楽浪王氏」

（『中央大学アジア史研究』 31、2007年）参照。開皇 7年 (587) に作られた「王懲墓誌」（宇
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文泰の母の兄盟の子）に

する者有り、重ねて復た拓を加え、遂に拓主氏と

族である。「王慰墓誌」については、楊宏毅・

刊』 11、2005年）、王其緯・周暁薇主編

照。桃薇元『北朝胡姓考（修訂版）』

(36) 

賢の子で、十二大将軍クラ

していることから胡

「隋《王愁蛙妻賀抜氏墓誌》考」（『碑林集

① （線装書局、 2007年） No.060参

と

・李穆の一族が胡族であることは、山下

（『早稲

歴史学攀 参照。

(37) ただし、『隋書』巻 42・李徳林伝に「及周武帝克齊、……｛乃遣従駕至長安、授内史上士。自

此以後、詔詰格式及用山東人物、一以委之。（周武帝、齊に克つに及び、••… •1乃りて遣して駕に

従いて長安に室り、内史上士を授けらる。此より以後、詔詰格式及び山東の人物を用いるは、

）」とあるように、李徳林は武帝に面く評価さ

られたとあり、任命

(38) 「八柱国クラス」

巻51• 

(39) 

(40) 谷） 北周の諸帝が帝権の回復・ た際に、 という

となったため、周礼的形式の枠内で帝権の優越性を獲得するために、御正・内史を強

化したとする。前掲註(4)谷川論文参照。

(41) 前島佳孝「北周の宗室- (『中央大学アジア 34、2010年）、前島佳孝 ・北周・

(42) 

(43) ll年 (637)

に参ず。

（宣政元年、

ぐに及び、刑政は方に乖る。

を授けらる。絲綸の美を成し、

を被るに因りて、補

とあり、内史下大夫となった雀仲方が宣帝の「顧問」をつとめていたことが記されている。「雀

については、河北省文物研究所・平山県博物館「河北平山県西岳村隋唐雀氏墓J(『考

古』 2001-2)、堀井裕之「唐壽李百薬撰「崖仲方墓誌」の分析一入関山東貴族の性格をめぐっ

て一」 と を 2007 

参照。

llO 
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(44) 『北斉書』巻 38・元文遥伝附元行恭伝には、内史就任の記事は見えない。しかし、『広弘明

集』巻 10・辮惑篇第二之六・周天元立有上事者酎衛元嵩（『大正新脩大蔵経』巻 52-159頁中

下段）に、「二月廿七日、納言韓長鷺受書、内史上大夫鰈昌公宇文澤［謁］・内史大夫拓跛行恭

等問廣日（〔大象元年〕二月廿七日、納言の韓長鸞書を受け、内史上大夫・蹄昌公の宇文澤［繹］．

内史大夫の拓跛行恭等、廣に問いて曰く）」とあり、内史上大夫の鄭訳（宇文は賜姓）とともに

「内史大夫拓跛行恭」（拓跛は元の本姓）が見え、大象元年 (579)2月時点で内史下大夫に就

任していたことがわかる。

(45) 『北史』巻 67・唐悟伝参照。

(46) 『周書』巻 32・柳敏伝附柳昂伝参照。

(47) 前掲註(20)榎本論文参照。

(48) 彼の諫言の様子は『周書』巻 40・王軌伝や『隋書』巻 39・千義伝にみえる。

(49) 『隋書』巻 38・皇甫績伝には御正下大夫になったとあるのみだが、「運城北周刻石記」に「大

周大象二年歳次庚子二月丁已朔□日丙寅、詔遣御正中長夫・義陽公皇甫績」とあることから、

大象 2年 (580)2月の時点で御正中大夫に就任していたことがわかる。「運城北周刻石記」の

拓本・録文は、李竹林「山西運城発現北周刻石題記」（『文物』 1995-12)、張栄強「山西運城北

周刻石補釈」（『文物春秋』 1997-3)、衛斯「関干山西運城発現的北周刻石題記」（『文物』 2002

-6)、韓理洲等輯校編年『全北斉北周文補遺』（三秦出版社、 2008年） 118頁参照。

(50) 前掲註(20)榎本論文参照。

(51) 前掲註(11)山本書 198~200頁参照。

(52) 前掲註(4)谷川論文、前掲註(7)岡田論文参照。

［付記］ 本稿は平成 25年度科学研究費補助金（日本学術振興会特別研究員奨励費）による研究

成果の一部である。
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